
二
一

第
三
章　

会
期
、
会
期
の
延
長
及
び
休
会　
　

（
一
七
）

第
三
章　

会
期
、
会
期
の
延
長
及
び
休
会

一
七　

常
会
の
会
期
中
に
議
員
の
任
期
が
満
限
に
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
満

限
の
日
を
も
っ
て
会
期
は
終
了
す
る

常
会
の
会
期
は
、
百
五
十
日
間
で
あ
る
が
、
会
期
中
に
議
員
の
任
期
が
満
限
に
達
し
た
と
き
は
、
そ
の
満
限
の
日
を

も
っ
て
会
期
を
終
了
す
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
三
十
一
回
国
会
は
、
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
十
日
に
召
集
さ
れ
た
が
、
昭
和
三
十
四
年
五
月
二
日
に
参
議
院
議
員

の
半
数
の
任
期
が
満
限
に
達
し
た
た
め
、
同
日
（
召
集
日
か
ら
百
四
十
四
日
目
）
を
も
っ
て
会
期
を
終
了
し
た
。

（
注
）
常
会
に
つ
い
て
は
、
国
会
法
制
定
当
初
、「
そ
の
会
期
中
に
議
員
の
任
期
が
満
限
に
達
し
な
い
よ
う
に
こ
れ
を
召
集
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
第
二
十
一
回
国
会
に
お
け
る
国
会
法
の
改
正
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
号
）
に
よ
り
、

「
会
期
中
に
議
員
の
任
期
が
満
限
に
達
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
満
限
の
日
を
も
つ
て
、
会
期
は
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
改

め
ら
れ
た
。

参
照　

三
号

国 

第
一
〇
条



二
二

一
八　

臨
時
会
及
び
特
別
会
の
会
期
決
定
の
手
続
に
関
す
る
例

臨
時
会
及
び
特
別
会
の
会
期
は
、
議
長
が
あ
ら
か
じ
め
各
常
任
委
員
長
か
ら
立
法
計
画
に
つ
い
て
意
見
を
聴
取
し
、
衆

議
院
議
長
と
協
議
し
た
後
、
議
院
が
こ
れ
を
議
決
す
る
定
め
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
衆
議
院
議
長
か
ら
会
期
に
つ
い
て
協
議
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会

に
こ
れ
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
常
任
委
員
長
懇
談
会
を
開
き
、
各
常
任
委
員
長
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
。
次
い
で
、

議
院
運
営
委
員
会
に
こ
れ
を
諮
り
、
衆
議
院
議
長
に
回
答
し
た
後
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
議
決
す
る
の
を
例
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
三
回
国
会
（
臨
時
）
及
び
第
二
十
二
回
国
会
（
特
別
）
の
会
期
は
、
召
集
日
に
常
任
委
員
長
が
全
部
欠
け
て

い
た
た
め
（
国
会
法
の
改
正
に
よ
り
全
常
任
委
員
会
が
改
組
さ
れ
た
）
、
議
長
は
、
各
会
派
の
代
表
者
の
意
見
を
聴
取
し
、
衆

議
院
議
長
と
協
議
し
た
後
、
議
院
に
諮
り
こ
れ
を
議
決
し
た
。

な
お
、
通
常
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
の
会
期
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
常
任
委
員
長
懇
談
会
は
開
か
な
い
の

を
例
と
す
る
。
ま
た
、
議
長
が
常
任
委
員
長
懇
談
会
を
開
く
場
合
、
特
別
委
員
会
又
は
調
査
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と

き
は
、
特
別
委
員
長
又
は
調
査
会
長
に
も
出
席
を
求
め
意
見
を
聴
取
す
る
の
を
例
と
す
る
ほ
か
、
憲
法
審
査
会
会
長
に

も
出
席
を
求
め
意
見
を
聴
取
す
る
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
第
一
回
国
会
の
会
期
は
、
国
会
法
附
則
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
暫
定
衆
議
院
規
則
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
こ
れ
を
議
決
し

国 
第
一
一
条

　

 

第
一
三
条

規 

第
二
二
条



二
三

第
三
章　

会
期
、
会
期
の
延
長
及
び
休
会　
　

（
一
八
、
一
九
）

た
。参

照　

三
一
号

一
九　

臨
時
会
及
び
特
別
会
の
会
期
は
、
召
集
日
に
議
決
す
る
の
を
例
と
す

る

臨
時
会
及
び
特
別
会
の
会
期
は
、
召
集
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
こ
れ
を
議
決
す
る
の
を
例
と
す
る
。
た
だ
し
、

召
集
日
の
翌
日
又
は
翌
々
日
に
議
決
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
回
国
会
（
特
別
）　
　
　
　

召
集
日
の
翌
々
日
議
決
（
衆
議
院
も
同
日
議
決
）

第
十
六
回
国
会
（
特
別
）　
　
　

召
集
日
の
翌
日
議
決
（
衆
議
院
は
召
集
日
議
決
）

第
二
十
九
回
国
会
（
特
別
）　
　

召
集
日
の
翌
日
議
決
（
衆
議
院
は
召
集
日
議
決
）

第
三
十
二
回
国
会
（
臨
時
）　
　

召
集
日
の
翌
日
議
決
（
衆
議
院
は
召
集
日
議
決
）

第
四
十
一
回
国
会
（
臨
時
）　
　

召
集
日
の
翌
々
日
議
決
（
衆
議
院
は
召
集
日
議
決
）

第
五
十
回
国
会
（
臨
時
）　
　
　

召
集
日
の
翌
日
議
決
（
衆
議
院
は
召
集
日
議
決
）

第
五
十
九
回
国
会
（
臨
時
）　
　

召
集
日
の
翌
々
日
議
決
（
衆
議
院
は
召
集
日
議
決
）

国 

第
一
一
条



二
四

第
百
二
十
七
回
国
会
（
特
別
）　

召
集
日
の
翌
日
議
決
（
衆
議
院
も
同
日
議
決
）

参
照　

二
三
号
、
二
二
七
号

二
〇　

会
期
に
つ
い
て
、
両
議
院
の
議
決
が
一
致
し
な
か
っ
た
例

会
期
に
つ
い
て
、
両
議
院
の
議
決
が
一
致
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。
両
議
院
の
議

決
が
一
致
し
な
か
っ
た
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
百
二
十
五
回
国
会
（
臨
時
）　

平
成
四
年
十
月
三
十
日
本
院
は
会
期
を
五
十
日
間
と
議
決
し
た
が
、
同
日
衆
議
院
は

会
期
を
四
十
日
間
と
議
決
し
た
。

参
照　

二
七
号

二
一　

会
期
に
つ
い
て
、
衆
議
院
が
議
決
し
、
本
院
が
議
決
し
な
か
っ
た
例

臨
時
会
及
び
特
別
会
の
会
期
に
つ
い
て
、
衆
議
院
が
議
決
し
、
本
院
が
議
決
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
し

た
と
こ
ろ
に
よ
る
。
衆
議
院
が
議
決
し
、
本
院
が
議
決
し
な
か
っ
た
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

国 

第
一
三
条

国 

第
一
三
条



二
五

第
三
章　

会
期
、
会
期
の
延
長
及
び
休
会　
　

（
二
〇
、
二
一
）

第
七
十
三
回
国
会
（
臨
時
）　
　

八
日
間
（
昭
和
四
十
九
年
七
月
二
十
四
日
衆
議
院
議
決
）

第
七
十
六
回
国
会
（
臨
時
）　
　

七
十
五
日
間
（
昭
和
五
十
年
九
月
十
一
日
衆
議
院
議
決
）

第
七
十
八
回
国
会
（
臨
時
）　
　

五
十
日
間
（
昭
和
五
十
一
年
九
月
十
六
日
衆
議
院
議
決
）

第
八
十
一
回
国
会
（
臨
時
）　
　

八
日
間
（
昭
和
五
十
二
年
七
月
二
十
七
日
衆
議
院
議
決
）

第
八
十
二
回
国
会
（
臨
時
）　
　

四
十
日
間
（
昭
和
五
十
二
年
九
月
二
十
九
日
衆
議
院
議
決
）

第
八
十
八
回
国
会
（
臨
時
）　
　

三
十
日
間
（
昭
和
五
十
四
年
八
月
三
十
日
衆
議
院
議
決
）

第
九
十
九
回
国
会
（
臨
時
）　
　

六
日
間
（
昭
和
五
十
八
年
七
月
十
八
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
十
五
回
国
会
（
臨
時
）　
　

六
日
間
（
平
成
元
年
八
月
七
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
七
十
回
国
会
（
臨
時
）　
　

六
十
八
日
間
（
平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
七
十
五
回
国
会
（
臨
時
）　

八
日
間
（
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
七
十
八
回
国
会
（
臨
時
）　

四
日
間
（
平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
八
十
一
回
国
会
（
臨
時
）　

三
十
三
日
間
（
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
九
日
衆
議
院
議
決
）

参
照　

二
八
号
、
二
五
四
号



二
六

二
二　

会
期
に
つ
い
て
、
本
院
及
び
衆
議
院
が
議
決
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た

例

第
百
五
回
国
会
（
臨
時
）　

昭
和
六
十
一
年
六
月
二
日
召
集
、
同
日
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
た
め
、
会
期
に
つ
い
て
本
院

及
び
衆
議
院
は
議
決
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

第
百
三
十
七
回
国
会
（
臨
時
）　

平
成
八
年
九
月
二
十
七
日
召
集
、
同
日
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
た
め
、
会
期
に
つ
い
て

本
院
及
び
衆
議
院
は
議
決
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

第
百
九
十
四
回
国
会
（
臨
時
）　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
八
日
召
集
、
同
日
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
た
め
、
会
期
に
つ

い
て
本
院
及
び
衆
議
院
は
議
決
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

二
三　

会
期
の
延
長
は
、
会
期
終
了
の
当
日
又
は
そ
の
前
日
若
し
く
は
前
々

日
に
議
決
す
る
の
を
例
と
す
る

会
期
の
延
長
は
、
会
期
を
定
め
る
場
合
と
同
様
の
手
続
を
経
た
後
、
会
期
終
了
の
当
日
（
三
十
四
回
）
又
は
そ
の
前
日

（
十
四
回
）
若
し
く
は
前
々
日
（
五
回
）
に
こ
れ
を
議
決
す
る
の
を
例
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
期
延
長
の
議
決
を
会
期
終

国 

第
一
二
条

　

 

第
一
三
条

規 

第
二
三
条



二
七

第
三
章　

会
期
、
会
期
の
延
長
及
び
休
会　
　

（
二
二
―
二
五
）

了
日
の
三
日
前
（
第
三
十
三
回
国
会
）
、
四
日
前
（
第
九
十
一
回
国
会
）
及
び
五
日
前
（
第
四
十
三
回
国
会
）
に
行
っ
た
こ
と
が

あ
る
。

参
照　

一
八
号
、
一
九
号
、
二
八
号
、
三
一
号

二
四　

会
期
及
び
会
期
の
延
長
は
、
日
数
を
も
っ
て
議
決
す
る

臨
時
会
及
び
特
別
会
の
会
期
並
び
に
国
会
の
会
期
の
延
長
は
、
日
数
を
も
っ
て
こ
れ
を
議
決
す
る
。

二
五　

会
期
延
長
の
回
数
は
、
常
会
に
あ
っ
て
は
一
回
、
特
別
会
及
び
臨
時

会
に
あ
っ
て
は
二
回
ま
で
と
す
る

会
期
延
長
の
回
数
に
つ
い
て
は
、
当
初
こ
れ
を
制
限
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
が
、
第
二
十
八
回
国
会
に
お
け
る
国
会
法

の
改
正
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
に
よ
り
、
常
会
に
あ
っ
て
は
一
回
、
特
別
会
及
び
臨
時
会
に
あ
っ
て
は
二
回

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
た
。

な
お
、
会
期
延
長
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
制
限
す
る
規
定
は
な
い
。

国 

第
一
二
条



二
八

二
六　

議
員
の
半
数
の
任
期
満
了
日
ま
で
会
期
が
延
長
さ
れ
た
例

通
常
選
挙
前
の
国
会
に
お
い
て
、
本
院
議
員
の
半
数
の
任
期
満
了
日
ま
で
会
期
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
十
四
回
国
会
（
第
四
回
通
常
選
挙
前
）　

昭
和
三
十
一
年
五
月
十
二
日
衆
議
院
は
十
七
日
間
の
会
期
の
延
長
を
議

決
、
同
月
十
六
日
本
院
は
十
七
日
間
の
会
期
の
延
長
を
議
決
、
本
院
議
員
の
半
数
の
任
期
満
了
日
で
あ
る
六
月
三

日
ま
で
会
期
は
延
長
さ
れ
た
。

第
四
十
八
回
国
会
（
第
七
回
通
常
選
挙
前
）　

昭
和
四
十
年
五
月
十
九
日
衆
議
院
は
十
三
日
間
の
会
期
の
延
長
を
議
決

（
本
院
は
会
期
の
延
長
に
つ
い
て
議
決
し
な
か
っ
た
）
、
本
院
議
員
の
半
数
の
任
期
満
了
日
で
あ
る
六
月
一
日
ま
で
会
期
は

延
長
さ
れ
た
。

二
七　

会
期
の
延
長
に
つ
い
て
、
両
議
院
の
議
決
が
一
致
し
な
か
っ
た
例

会
期
の
延
長
に
つ
い
て
、
両
議
院
の
議
決
が
一
致
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。
両
議

院
の
議
決
が
一
致
し
な
か
っ
た
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

国 

第
一
〇
条

国 

第
一
三
条



二
九

第
三
章　

会
期
、
会
期
の
延
長
及
び
休
会　
　

（
二
六
―
二
八
）

第
十
三
回
国
会　

昭
和
二
十
七
年
六
月
三
十
日
本
院
は
十
日
間
の
会
期
の
延
長
を
議
決
し
た
が
、
こ
れ
に
先
立
ち
同

月
二
十
八
日
衆
議
院
は
三
十
日
間
の
会
期
の
延
長
を
議
決
し
た
。

第
十
五
回
国
会　

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
本
院
は
二
日
間
の
会
期
の
延
長
を
議
決
し
た
が
、
同
日
衆
議
院

は
九
十
九
日
間
の
会
期
の
延
長
を
議
決
し
た
。

参
照　

二
〇
号

二
八　

会
期
の
延
長
に
つ
い
て
、
衆
議
院
が
議
決
し
、
本
院
が
議
決
し
な
か

っ
た
例

会
期
の
延
長
に
つ
い
て
、
衆
議
院
が
議
決
し
、
本
院
が
議
決
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
し
た
と
こ
ろ
に
よ

る
。
衆
議
院
が
議
決
し
、
本
院
が
議
決
し
な
か
っ
た
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
十
三
回
国
会
（
第
三
次
延
長
） 

十
日
間
延
長
（
昭
和
二
十
七
年
六
月
二
十
日
衆
議
院
議
決
）

同　
　
　
　
　

（
第
五
次
延
長
） 

一
日
間
延
長
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
日
衆
議
院
議
決
）

第
十
六
回
国
会
（
第
二
次
延
長
） 

三
日
間
延
長
（
昭
和
二
十
八
年
八
月
七
日
衆
議
院
議
決
）

第
十
九
回
国
会
（
第
四
次
延
長
） 

二
日
間
延
長
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
三
日
衆
議
院
議
決
）

国 

第
一
三
条



三
〇

第
十
九
回
国
会
（
第
五
次
延
長
） 

十
日
間
延
長
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
五
日
衆
議
院
議
決
）

第
二
十
五
回
国
会 

七
日
間
延
長
（
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
六
日
衆
議
院
議
決
）

第
二
十
六
回
国
会 

一
日
間
延
長
（
昭
和
三
十
二
年
五
月
十
八
日
衆
議
院
議
決
）

第
三
十
回
国
会 

三
十
日
間
延
長
（
昭
和
三
十
三
年
十
一
月
四
日
衆
議
院
議
決
）

第
四
十
八
回
国
会 

十
三
日
間
延
長
（
昭
和
四
十
年
五
月
十
九
日
衆
議
院
議
決
）

第
五
十
六
回
国
会 

八
日
間
延
長
（
昭
和
四
十
二
年
八
月
十
日
衆
議
院
議
決
）

第
六
十
八
回
国
会 

二
十
一
日
間
延
長
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
十
六
日
衆
議
院
議
決
）

第
七
十
一
回
国
会
（
第
一
次
延
長
） 

六
十
五
日
間
延
長
（
昭
和
四
十
八
年
五
月
十
九
日
衆
議
院
議
決
）

同　
　
　
　
　
　

（
第
二
次
延
長
） 

六
十
五
日
間
延
長
（
昭
和
四
十
八
年
七
月
二
十
四
日
衆
議
院
議
決
）

第
七
十
二
回
国
会 

三
十
五
日
間
延
長
（
昭
和
四
十
九
年
四
月
二
十
六
日
衆
議
院
議
決
）

第
七
十
五
回
国
会 
四
十
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
年
五
月
二
十
四
日
衆
議
院
議
決
）

第
七
十
六
回
国
会
（
第
一
次
延
長
） 

二
十
六
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
年
十
一
月
二
十
二
日
衆
議
院
議
決
）

同　
　
　
　
　
　

（
第
二
次
延
長
） 

五
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
年
十
二
月
二
十
日
衆
議
院
議
決
）

第
八
十
回
国
会 

十
二
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
二
年
五
月
二
十
八
日
衆
議
院
議
決
）

第
八
十
二
回
国
会 

十
八
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
七
日
衆
議
院
議
決
）



三
一

第
三
章　

会
期
、
会
期
の
延
長
及
び
休
会　
　

（
二
八
）

第
八
十
四
回
国
会 

三
十
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
三
年
五
月
十
七
日
衆
議
院
議
決
）

第
八
十
七
回
国
会 

二
十
五
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
四
年
五
月
十
九
日
衆
議
院
議
決
）

第
九
十
六
回
国
会 

九
十
四
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
七
年
五
月
十
九
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
回
国
会 

十
二
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
十
六
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
一
回
国
会 

七
十
七
日
間
延
長
（
昭
和
五
十
九
年
五
月
二
十
三
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
二
回
国
会 

五
十
七
日
間
延
長
（
昭
和
六
十
年
四
月
二
十
六
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
三
回
国
会 

七
日
間
延
長
（
昭
和
六
十
年
十
二
月
十
三
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
七
回
国
会 

二
十
一
日
間
延
長
（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
二
十
八
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
九
回
国
会 

十
一
日
間
延
長
（
昭
和
六
十
二
年
九
月
八
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
十
三
回
国
会
（
第
一
次
延
長
） 

五
十
九
日
間
延
長
（
昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
六
日
衆
議
院
議
決
）

同　
　
　
　
　
　

（
第
二
次
延
長
） 
三
十
四
日
間
延
長
（
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
十
四
回
国
会 

二
十
五
日
間
延
長
（
平
成
元
年
五
月
二
十
八
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
二
十
二
回
国
会 

十
一
日
間
延
長
（
平
成
三
年
十
二
月
十
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
二
十
五
回
国
会 

二
日
間
延
長
（
平
成
四
年
十
二
月
八
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
二
十
八
回
国
会 

四
十
五
日
間
延
長
（
平
成
五
年
十
二
月
十
五
日
衆
議
院
議
決
）



三
二

第
百
四
十
五
回
国
会 

五
十
七
日
間
延
長
（
平
成
十
一
年
六
月
十
七
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
五
十
四
回
国
会 

四
十
二
日
間
延
長
（
平
成
十
四
年
六
月
十
九
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
五
十
六
回
国
会 

四
十
日
間
延
長
（
平
成
十
五
年
六
月
十
七
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
六
十
二
回
国
会 

五
十
五
日
間
延
長
（
平
成
十
七
年
六
月
十
七
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
六
十
五
回
国
会 

四
日
間
延
長
（
平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
六
十
六
回
国
会 

十
二
日
間
延
長
（
平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
六
十
八
回
国
会
（
第
一
次
延
長
） 

三
十
五
日
間
延
長
（
平
成
十
九
年
十
一
月
九
日
衆
議
院
議
決
）

同　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
次
延
長
） 

三
十
一
日
間
延
長
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
六
十
九
回
国
会 

六
日
間
延
長
（
平
成
二
十
年
六
月
十
三
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
七
十
回
国
会 

二
十
五
日
間
延
長
（
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
七
十
一
回
国
会 
五
十
五
日
間
延
長
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
七
十
三
回
国
会 

四
日
間
延
長
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
七
十
七
回
国
会 

七
十
日
間
延
長
（
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
二
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
七
十
八
回
国
会 

十
四
日
間
延
長
（
平
成
二
十
三
年
九
月
十
六
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
八
十
回
国
会 

七
十
九
日
間
延
長
（
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
一
日
衆
議
院
議
決
）



三
三

第
三
章　

会
期
、
会
期
の
延
長
及
び
休
会　
　

（
二
九
）

第
百
八
十
五
回
国
会 

二
日
間
延
長
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
八
十
九
回
国
会 

九
十
五
日
間
延
長
（
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
二
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
九
十
二
回
国
会
（
第
一
次
延
長
） 

十
四
日
間
延
長
（
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
衆
議
院
議
決
）

同　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
次
延
長
） 

三
日
間
延
長
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日
衆
議
院
議
決
）

第
百
九
十
六
回
国
会 

三
十
二
日
間
延
長
（
平
成
三
十
年
六
月
二
十
日
衆
議
院
議
決
）

参
照　

二
一
号

二
九　

国
会
の
休
会
を
行
っ
た
例

国
会
の
休
会
は
、
会
期
を
定
め
る
場
合
と
同
様
の
手
続
を
経
た
後
、
両
議
院
一
致
の
議
決
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。
そ
の

例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
回
国
会　

昭
和
二
十
二
年
六
月
三
日
の
会
議
に
お
い
て
、
新
内
閣
の
諸
準
備
を
待
つ
た
め
、
同
月
四
日
か
ら
同

月
二
十
二
日
ま
で
十
九
日
間
の
国
会
の
休
会
を
議
決
し
た
（
衆
議
院
も
同
日
議
決
）
。

同　
　
　
　
　

昭
和
二
十
二
年
八
月
三
十
日
の
会
議
に
お
い
て
、
内
閣
の
議
案
提
出
の
準
備
を
待
つ
た
め
、
同
年
九

月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で
十
四
日
間
の
国
会
の
休
会
を
議
決
し
た
（
衆
議
院
も
同
日
議
決
）
。

国 

第
一
五
条

規 

第
二
三
二
三

条
の
二二



三
四

第
二
回
国
会　

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
一
日
の
会
議
に
お
い
て
、
年
末
年
始
の
た
め
、
同
月
十
二
日
か
ら
翌
年
一

月
二
十
日
ま
で
四
十
日
間
の
国
会
の
休
会
を
議
決
し
た
（
衆
議
院
も
同
日
議
決
）
。

第
三
回
国
会　

昭
和
二
十
三
年
十
月
二
十
三
日
の
会
議
に
お
い
て
、
新
内
閣
の
諸
準
備
を
待
つ
た
め
、
同
月
二
十
四

日
か
ら
同
年
十
一
月
七
日
ま
で
十
五
日
間
の
国
会
の
休
会
を
議
決
し
た
（
衆
議
院
も
同
日
議
決
）
。

な
お
、
年
末
年
始
、
内
閣
総
理
大
臣
指
名
後
の
内
閣
の
諸
準
備
を
待
つ
た
め
等
の
理
由
に
よ
り
、
休
会
の
議
決
を
す
る

こ
と
な
く
相
当
期
間
議
院
の
会
議
を
開
か
な
い
こ
と
が
あ
る
（
こ
れ
を
自
然
休
会
と
い
う
）
。

（
注
）
本
院
で
は
議
院
の
休
会
を
行
っ
た
例
は
な
い
。

参
照　

一
八
号
、
三
一
号
、
一
六
九
号
、
三
八
四
号
、
四
〇
七
号
、
四
〇
九
号

三
〇　

国
会
の
休
会
の
日
数
は
、
会
期
に
算
入
す
る

国
会
の
休
会
の
日
数
は
、
会
期
に
算
入
す
る
。

（
国 

第
一
四

条
）

（　

 

第
一
五

条
）



三
五

第
三
章　

会
期
、
会
期
の
延
長
及
び
休
会　
　

（
三
〇
―
三
二
）

三
一　

会
期
、
会
期
の
延
長
又
は
休
会
を
議
決
し
た
と
き
は
、
即
日
そ
の
旨

を
衆
議
院
及
び
内
閣
に
通
知
す
る

臨
時
会
及
び
特
別
会
の
会
期
を
議
決
し
た
と
き
、
会
期
の
延
長
を
議
決
し
た
と
き
、
又
は
国
会
の
休
会
を
議
決
し
た
と

き
は
、
即
日
そ
の
旨
を
議
長
か
ら
衆
議
院
議
長
及
び
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
す
る
。

三
二　

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、
内
閣
か
ら
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
る

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、
本
院
は
同
時
に
閉
会
と
な
る
た
め
、
衆
議
院
解
散
の
詔
書
が
発
せ
ら
れ
衆
議
院
に
伝

達
さ
れ
た
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
本
院
議
長
に
詔
書
の
写
し
を
添
え
て
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
る
。
本
院
の
会
議

中
で
な
い
と
き
に
こ
の
通
知
を
受
け
た
場
合
は
、
議
長
は
、
各
会
派
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
衆
議
院
解
散
の
通
知
を
本
院
の
会
議
中
に
受
け
た
こ
と
は
な
い
。

規 

第
二
二

条
―

 

第
二
三

条
の
二

憲

第

七

条

　

 

第
五
四
条

　

 

第
六
九
条


